
 
 

鉄道事業法の改正により、2006 年 10 月に新たな安全管理体制を構築し、すでに４
期目に入りました。様々な施策を展開して着実に一歩一歩、目標の達成に向け推進し
ており、安全最優先の意識や風通しのよい社風の醸成等、安全に完成形はないと捉え、
ＰＤＣＡサイクルを機能させて、新たな安全計画を遂行しています。 
 

 
 
 
 
   安全の基本的な方針や安全目標を効果的に達成するため、従業員一人ひとりの意志

を明確に表現できるように安全スローガンを設けています。このスローガンは、運輸
安全マネジメント開始前から、全社一丸となって取り組んでおり、引き続き、今年度
も心を一つにして取り組んでまいります。 

 

「「すべてはお客様のために すべては安全のために」 
 
 
 
 

安全管理規程第 3 条に定めた安全に関する基本な方針は、輸送の安全の確保に係る
行動規範として、いつでもどこでも確認できるように、各職場には掲示用、個人には
携帯用を配布しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1-1  安全の基本的な方針 

 
1 安全スローガン 

 
2 輸送の安全の確保に係る行動規範 

 安全の基本的な方針と安全目標 
2009 年安全報告書 阪急電鉄株式会社 
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携帯版 掲示用 
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